
「水害多発時代の治水政策の提案
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（１）

水害多発時代の

洪水対策を考える

2017年7月西日本豪雨

による

倉敷市真備地区と愛媛県肱川流
域の事例から
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2018年8月７日・HNK「視点・論点」
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近年の異常気象による豪雨の増加
局地的豪雨が増加、年間降水量は減少、渇水と豪雨の変動幅が大きく
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52018年9月27日国土交通省河川環境課「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水
調節機能に関する検討会」資料より



2018年7月西日本豪雨
岡山県倉敷市真備地区の被害

京都新聞 2018年７月12日

・西日本豪雨
で最大の死者
がでた倉敷市
真備地区の事
例分析。

・真備は特別
ではない。日
本中の新興住
宅地区の代表



2018年7月西日本豪雨での真備地区の浸水
嘉田現地調査（8月7日、10月20・21日）
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8月７日、真備記念病院

7月７日、小田川決壊堤防上空。朝日新聞社

嘉田現地聞きとり調査、10月20・21日
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真備地区死者発生場所

ＮＨＫ クローズアップ現代

2018年7月31日

被害を受けられた皆雅のご冥
福をお祈り申し上げます。
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犠牲者はどのような人たちが？

①51名の死者のうち45名が６５歳以上、そのうちか
なりの人が家の中で溺死（二階家で１階での死者
もあり、平屋で若い母親と子どもも溺死）。

②死者が出た場所はハザードマップの浸水域にほぼ
重なる。

③真備地区は昔からの水害常襲地の水田地帯。

④1970年代以降、水島石油コンビナート新設ととも
に急速に新興住宅ができ、１０年間で町の人口は
１万人以上増加。

⑤「水害予防組合」が1974年に解散、水防組織が弱
くなる？
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真備はもともと水害常襲地だった
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明治20年
土地利用の変化

平成２０年

昭和42年
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明治から昭和５０年代までの水害

①明治以降の最悪の水害

明治２６年（１８９３年）、死者１８０名、流出
家屋３８４家屋中３６５戸が流出

→水害予防組合の結成（1894年）

②昭和９年 第一室戸台風 家屋全壊８２戸、半
壊２６戸、死者なし

③昭和４７年 家屋破壊１０戸、床上・床下浸水
１６４戸、死者なし

④昭和５１年 床上浸水79戸、床下浸水375戸

死者なし 11



真備地区水害予防組合の役割
明治27年（1894年）から昭和49年（1974年）まで

①県営治水事業の費用の
一部を負担（昭和30年
代まで）

②県営利水事業の費用の
一部を負担

③水防活動（水位測定、
堤防補強、避難支援、
等）を行う，

④治水事業の実現・充実
の活動（国や県への陳
情活動等） ＜真備町史１１０３頁＞

真備地区の水防倉庫と水位測定柱
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真備地区の「水害予防組合」が
地元水防組織の

要だった！しかし1974年に解散 岡
山
大
学
名
誉
教
授
・
内
田
和
子
資
料

理由

①人口増加、都市化
②町村合併
③一級河川化（国と
県管理に移行）

「遠い水」化
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昭和46年から10年間での住宅開
発と人口増加（元資料『真備町史』）

①昭和46年から昭和51年：3290区画の住
宅開発

②昭和48年から昭和51年：1661戸の住宅
建設

③小規模住宅が8割（50－99平方メートル）

④持ち家比率92％、一戸あたり4人

⑤昭和46年から10年間で約１万人の人口増
加、多くが水島工業地帯の雇用者か？
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＜被災の理由：住民側の事情＞

①自力でうごけない高齢者が多かった
（近隣の相互扶助が機能しなかったのか？）

②リスクを知らなかった、知らされなかったので備え
ができなかった？（ハザードマップを知らず、避難訓練不足）

③昭和50年代以降、この地に住んだ新住民が被害
者の中に多い（詳しい数値は現在調査中）

④昔から「本家の水害」「分家の水害」の区別あり

本家は安全なところに住む傾向、分家はリスクの
高いところに住む傾向あり。新住民は「分家の水
害」に相当か？

15



＜行政側の理由：高い洪水暴露を
住民に課した背景＞

①堤防強化ができていなかった（今本、大熊）

②長い間懸案だった河床掘削、河床樹木除去など
河川の維持管理ができてなかった

③川の中の管理者は国と県、川の外（住民居住側
＝流域＝氾濫原）での水防活動の連携が不十分

④水害予防組合が1974年に解散して以降、水防
組織は町の責任、消防団に吸収

⑤今年の豪雨の時には消防署も水没してしまった。

消防団の貢献は大きかったが、課題もみえてきた
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肱川の河川流域をめぐる複雑さ
（多目的ダムへの期待と多盆地連携地形雑性）
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・鹿野川ダム

・昭和28年洪水調節・電力開発目的

・昭和34年完成

・平成30年7月豪雨では過去最大流入量
3800トン、肱川橋水位8.11メートル、大洲市
内で2800戸浸水、4人が死亡。

・野村ダム

・昭和42年、宇和島・八幡浜地域の農作物渇
水被害・水道水不足→南予分水

・昭和56年ダム完成、灌漑面積約7,200ｈａ、
給水人口は約16万人。

・平成30年7月豪雨では過去最大流入量
1942トン、西予市野村地区で約650戸浸水、
5人が死亡。
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2018年9月27日国土交通省河川環境課

「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会」資料より
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5名の死者の内訳

・入江印刷主人（59歳）：車で避難途中

・小玉畳屋さんおばぁちゃん：家の中で

・７０代の男性（？）：家の前で

・７０代と８０代の夫婦：家の中で
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「野村の未来を守る会」の調査結果
（仲間で足で稼いで210名に聞きとり）
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「避難指示」を知った方法

•ダムの告知：３名。ダムのサイレン：７名

•行政無線屋内受信機：１９名

•行政屋外スピーカー：１２名

•消防団の呼びかけ：１１７名

•その他：５２名



野村ダムの放流量（7月7日）
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2018年9月27日国土交通省河川環境課

「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会」資料より
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今本博健作成：2018年12月１日講演で公開
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大洲市講演会
（12月1日）
での今本の
講演内容

・防災操作な
しで人的被害
を防げたとデ
ータを提示

25

25



26
26



「異常豪雨の頻発化に備えたダムの
洪水調節機能に関する検討会」

からの提言（角哲也委員長：２０１８年１１月２７日）

（１）事前放流での多くの容量確保

（２）異常洪水時防災操作移行前の放流確保

（３）気象予報に基づく防災操作の可能性

（４）洪水調節容量の増大

（５）平常時からの（住民への）情報提供

（６）発災時の住民への情報提供（行動につなぐ）

（７）発災時市町村への情報提供（判断につなぐ）

元資料は下記のＨＰから

• http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chousetsu_kentoukai/index.html
27

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chousetsu_kentoukai/index.html


（２）

滋賀県の流域治水条例

８年かけて日本ではじめての

命を守る条例を制定

2014年3月

28
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2006年、2010年、二期の知事選挙
での県民支持が独自施策推進の力

•

2006年7月2日 一期目の知事選挙当
選日

2010年7月11日

二期目の知事選
挙当選日2015年6月12日誕生 29



「かだマニフェスト2006」 でのダム凍結

• 丹生、大戸川、永源寺第２ダムの県支出金合計200 億円以上が、県営
の芹谷ダム、北川第一、第二ダム建設についても今後数百億円以上の県
支出金が必要です。この６つのダム建設計画について凍結します。

• 以下の代替案を提案して県民の皆さんとの対話を通して見直します。

• 治水については、ダム以外の方法（堤防強化、河川改修、森林保全、地
域水防強化）、すなわち「流域（地域密着）型治水」により対応します。

• 利水も、ダム以外の方法、水の循環再利用システムを構築します。

• また、公共事業の地域振興効果として、ダムのような大型公共事業は必
ずしも地域経済を長期的に潤すものではありません。流域（地域密着）
型の河川改修や農業水源確保事業のほうが迅速な対応、地元の業者が直
接工事に参加でき、しかも費用が安くて済むなど脱ダムに関する代替案
を提言します。

• あわせて、ダム建設を前提に集落移転を余儀なくされた地域の人々への
謝罪と社会的配慮を十分に行います
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８年かかった滋賀県における流域治水政策の
あゆみ

2006.7 嘉田知事就任

2006.9 流域治水政策室 設置

2006.10～ 水政対策本部琵琶湖流域治水推進部会 庁内組織

2007.7～2011.5 流域治水検討委員会（行政部会：片田講演）市町

2008.2～2009.3 流域治水検討委員会（住民会議） 提言（’08.12）

2009.1～2010.5 流域治水検討委員会（学識者部会） 提言（’10.5）

2011.3 パブリックコメント（東日本大震災、「想定外」という課題）

2011.4 流域政策局 設置（ 流域治水政策室、広域河川政策室、
河川・港湾室、琵琶湖不法占用対策室、水源地対策室 ）

2011.5 流域治水検討委員会（行政部会） および、

琵琶湖流域治水推進部会の承認を得て、

『滋賀県流域治水基本方針（案）』を策定（滋賀県議会）

2011.6 報告から議決事件へ変更

2012.3 議決、『滋賀県流域治水基本方針』の策定

2013.9 『滋賀県の流域治水を推進する条例』上程 継続審議２回
2014.3 『滋賀県の流域治水を推進する条例』制定（全国初）
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・2018年水害への嘉
田コメント
（「週刊朝日」2018年7月27日）

（１）ダムなどの川中
のハード対策に重点を
おいた河川政策が課題
（２）財政負担、環境
破壊、地域社会破壊、
長い期間必要というダ
ム建設の課題。
（３）流域治水のよう
なソフト対策の必要性
を強調
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洪水

自警
水防組織

出典：嘉田由紀子：『環境社会学』、岩波書店、２００２、Ｐ１５

■水システム模式図 江戸～明治中期（昭和３０年代まで）

“近い水”が生きていた時代
循環と使いまわし、自己管理の時代

33
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死者は少ない！



かつては住民の間に「災いをやり過ごす知恵」
＝災害文化＝レジリエンスが存在

防災施設が不十分

小さな洪
水を少し
ずつ体験

災いをや
り過ごす
知恵

災害に見
舞われて
も・・・

地域
継続

かさ上げされた住宅

霞堤
34

洪水後も自費補修

（昭和30年代まで）

真備では水害予防
組合の時代



多目的ダム

堤
防
内
治
水逆

水
灌
漑

出典：嘉田由紀子：『環境社会学』、岩波書店、２００２、Ｐ１５

■水システム模式図 平成年代 水の使い捨て
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「人為的に作られた安全、行政依存度が高ま
ると、人間・地域側の弱さが高まる」問題

防災施設整備

水害頻度減少
災害文化の伝承途絶

安全神話

行政依存

行政依存意識が高まり

水害に脆弱な住民

設計基準
を超える
洪水
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都市化の進行

治水対策はすべて「公費
支弁」ゆえ政治依存に

洪水死者数が増加！



滋賀県の流域治水政策
基本的な考え方

とどめる

ためる

そなえる

河道掘削
遊水地

田面貯留

二線堤
霞堤

輪中堤

防災情報の発信

浸透ますの設置

公園･運動場における雨水貯留

公共施設駐車場における雨水貯留

学校校庭･グラウンドにおける雨水貯留

浸透ますの設置

ため池
土地利用･建築規制

築堤

ダム

森林保全

土地利用･建築規制

水防活動･避難行動

水害意識の高揚、水害文化の伝承

内水排除施設

ながす

田面貯留

建築物の耐水化（嵩上げ等）

しがの流域治水は、どのような洪水にあっても、

① 人命が失われることを避け （最優先）、

② 生活再建が困難となる被害（床上浸水）を避けること、を目的として、

自助・共助・公助が一体となって、川の中の対策に加えて川の外の対策を、総合的に進めていく治水
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ダムだけ頼らない流域治水政策
『地先の安全度』 統合型政策の実現

～暮らしの舞台、生活者視点からの水害リスク評価～
 流域やはん濫原での対策（まちづくり等）もあわせた治水を検討する場合、
「河川施設ごとの（治水）安全度」ではなく、暮らしの舞台である「地先の
安全度」を調べておく必要がある。サービス供給側ではなく被害を受ける
被災者、生活者視点からの防災・減災視点。

（「地先の安全度」の調査にあたって）

 生活圏である流域・はん濫原を取り巻く、河川や水路からの複合的なは
ん濫を考慮する。（個別省庁部局別の縦割りではなく、横串政策）

 小さな洪水（１０年に一回程度）から、最大級の洪水（２００年以上に一
回程度）まで、さまざまな状況を想定しておく。

下水道(雨水)

治水安全度1/10 農業用排水路

治水安全度1/5

二級河川Ｂ川

治水安全度1/10

一級河川Ａ川

治水安全度1/30 水路

治水安全度1/2

注目
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「地先の安全度マップ」の公表をめぐって
・県議会や市長会からの抵抗

・「地価が下がる」「知事は地価がさが
る責任をとれるのか！」

・反対する人は土地を売る人：本家筋

土地を売買の対象と考える人

・一生に一度、家が買えるかどうかと
いう新住民、労働者の立場からはリス
クの高い土地を知らずに購入したくな
い。分家筋

・リスクを知らせないのは行政の不作
為ではないか？
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川の中だけでなく、川の外でも多重防護
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• 過去からの営々とした川づ
くりの努力

河川における氾濫防止対策
先人の知恵 滋賀県流域治水条例（第9条）

•河川法に定める河川管理
者の責務（河川整備・維
持管理）の明確化

41

ながす

整備前

光善寺川

100m

162m

仁保橋

整備後

長浜市「水引神社」

整備前



• 農地等での雨水の貯留浸
透

雨水貯留浸透機能の確保
先人の知恵 滋賀県流域治水条例（第10,11条）

• 建物、公園、運動場などの
管理者等が、雨水を貯めた
り浸透させたりすることを努
力義務化

42

ためる



• 特性に応じた土地利用

まちづくりでも治水
先人の知恵 滋賀県流域治水条例（第24条）

• 10年確率の降雨（時間雨
量50mm、24時間170mm）
の際に50㎝以上の浸水が
予想される区域は、新たに
市街化区域には含めない。

– ただし、対策がされていれば
OK。

水がたまりや
すく、用水が
確保しやすい
土地は水田と

して利用

堤防沿いの
高台は住宅

床上浸水の年発生確率
43

「地先の安全度
マップ」を都市計
画法施行令第８条
の関連通達の運用

に活用

とどめる



• 住宅の嵩上げ

家づくりでも治水
先人の知恵 滋賀県流域治水条例(第13～23条)

• 知事は、水害リスクの高い
区域を「浸水警戒区域」に
指定し、区域内での住居等
の建築に際しては耐水化
構造をチェック（第5章）

44

とどめる

↑京都市防災マップより



• 災いをやり過ごす知恵の伝承

人づくりでも治水
先人の知恵 滋賀県流域治水条例（第30～34条）

• 県は、浸水被害を回避・軽
減するための調査研究、教
育等に努める
– 水害に強い地域づくり協議会

– 出前講座、水害履歴調査

45

ガードレールがないから、洪水の時
は危ないなあ・・

落ちたら死ぬで！！

水害のこと、子や
孫に伝えてかな・・・

そなえる

お年寄りが避難所まで行けるかぁ？

（H24 草津市民によるワークショップ）

ガードレールがないので、浸水時は
水路に落ちる危険があるなあ・・・

（近江八幡市馬淵小学校 ４年生）



①不動産取引（土地売買、住宅売買と賃貸
等）の時に、地元の水害リスク情報を当事
者に知らせることを条例に明記。

②海外では当然の情報開示だが、日本で
は滋賀県が最初の条例。

③フランスでは過去１００年間の洪水被害
情報を重要項目として説明。

④新住民はかつての洪水被害の経験を知
らない。

⑤知らずに被害を受けることを避けるため
の情報開示。

⑥宅地・建物取引業協会の協力に感謝

水害リスク情報の提供
何があっても命を守る仕組み

46

（平成26年9月1日施行）
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民間銀行も住宅ローンで
流域治水推進を後押し

47

47



（３）
流域治水条例による「警戒区域
指定第一号」の米原市村居田地
区の地域自助・共助の仕組み

最悪の場合４．３メートル水没する

地域社会

滋賀県はじめての

「水害警戒区域指定」
48



県の「地先の安全度マップ」から４
メートル以上の浸水が判明
→自分たちで地図づくり

49

2018年8月28日



地域まるごと
ハザードマップ

1.4ｍ
3.9ｍ
4.3ｍ
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「水と近い暮らし」が日常化
水害もホタルも！

水の恵みと災いはひとつコインの裏
表、「ええとこどりはできない」

51
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すでに地域内でかさ上げによる住
宅建設が始まっている！

52

個人別避難カードづくり

村居田では100世帯中９９世帯
が作成、１世帯はスペイン人

52



土木研究所
水災害・リスクマネジメント

国際センターの
滋賀県流域治水の研究結果

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際
センター〇大原美保・澤野久弥

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科馬場美智子

芝浦工業大学環境システム学科中村仁
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凡例

(m)

最大浸水深図（200年確率）

50の浸水警戒区域候補地

市区町村境

湖沼

住民活動を開始した浸水警戒区域候補地数

200年に1回起こるよ

うな大雨が降った場
合の浸水予測マップ

浸水警戒区域（青線）最大浸水深図（200年確率)

第一号：米原市村居田地区 （人口484人，151世帯）

H29.6.16 県内初の浸水警戒区域

図の出典：滋賀県HP

4

第二号：甲賀市黄瀬地区 （人口674人、229世帯）

H30.11.26 浸水警戒区域（地区の一部での部分指

定）

浸水警戒区域（青線）最大浸水深図（200年確率)
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第２回調査結果(H30.1-2) ： 浸水予測の認知度

6

10

9

14

18

31

14

28

14

13

21

15

4

4

20

11

3

3

19

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村居田（第1回）

村居田（第2回）

黄瀬（第1回）

黄瀬（第2回）

非常によく知っている よく知っている

少し知っている あまり知らない

全く知らない

1/200の浸水予測の認知度（地区別）

・効果：村居田区・黄瀬区ともに、浸水予測を知って

いる割合は8割以上へ。

村居田区で13.9％、黄瀬区で31.5％増加。

＜2地区の回答者の年代
＞



水害に強い地域づくりへの行動意図モデル

SPSS AMOSを用いた共分散構造分析（第2回調査分）適合度指標：

ＧＦＩ：0.809

(0.9に近いと妥当）

＊共分散構造分析とは、直接観測できない潜在変数と観測変数との因果関係を同定する統計的手法

第2回調査の有効回答数 N=106
15

有効性
期待

集団的
効力感

1/100の浸水予
測情報

1/200の浸水予
測情報

県の住民説明会
に参加

地域での会合
の参加

地域で会話

行動意図
（地域づく
りに参加
したい）

0.40**
0.50***

リスク
認知

0.34*

参加経験

0.63***

0.54***

人命被害を
減らす

財産被害を
減らす

水害を考える
きっかけ

転居時に知る
きっかけ

土地の開発
を抑制 そなえる

対策
とどめる
対策

不安感水害

土砂災害

浸水区域
指定推進
への考え

0.42**

堤防やダム
対策

川幅・川
底の対策

ハード対策
優先志向

0.49*

0.08 (p=0.347のため因果関係は判定できず)

：観測変数
：潜在変数

矢印脇の数値：パス係数（標準化推定値）
***：P値が0.001未満
**  ：P値が0.01未満
*  ：P値が0.05未満

凡例

非有効性期待
（資産価値の低下）

0.20**

-0.25**

住民WG活動への参加経験が多く、リスクの認知・不安感が
高い人は、施策の有効性を認識し、水害に強い地域づくりと

浸水警戒区域の指定を推進すべきと考えている。

（マイナス値）
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国内の既存事例との比較

①誘導効果を期待した「浸水を考慮した居住誘導・水害対策への助成・融資」

②関連主体による自発的対策の推進を期待した「情報公開・情報提供・地区計画・届け出」

③対策の徹底を期待した「開発行為制御，建築規制」

■情報周知
■開発抑制
■区域指定
■届け出
■建築規制
■助成

日本国内・水害

名古屋市：臨海部防災
区域建築条例 ■■

草津市：建築物浸水対策条例（特
定建築物の建築時の対策義務、
既存建物が努力義務） ■■

草津市：建築物浸水対策条例（地下室等を設置
する一般建築物の浸水対策の届け出の努力義
務、対象は浸水の恐れのある地域） ■■

愛知県みよし市：防災調整区
域（1/100で0.5m以上の浸水）

での開発時の浸水対策及び入
居者への周知の義務 ■■■

杉並区など：浸水対策要綱（地下室等を設置
する建築物の浸水対策の届け出の努力義務、
対象は浸水の恐れのある地域） ■■

中野区・杉並区：高床助成（限度
額200万円、象は浸水実績や浸水
の恐れのある地域） ■■

杉並区・品川区：防水板助成
（限度額50～100万円、対象
は区内の建物） ■

愛知県小牧市：浸水防止塀への助成
（個人への限度額50万円、対象は浸水
実績や浸水の恐れのある地域） ■■

滋賀県：流域治水条例
（浸水警戒区域内での
建築規制） ■■■

滋賀県：浸水警戒区域内で
の浸水対策への助成（限度
額400万円） ■■

滋賀県：流域治水条例（1/10で
0.5m以上の浸水の土地を市街
化区域に含めない）■■

滋賀県：流域治水条例（宅建業
者への水害リスク情報提供の
努力義務）■

助成

届け出

建築規制

開発行為制御

情報提供

彦根市：南彦根駅南東部地区
の地区計画（1/10の浸水被害

に対する建築物の整備への努
力義務） ■

滋賀県：滋賀県防災情報マップでの
地先の安全度マップの公開■

滋賀県・関西アーバン銀行：滋賀
県流域治水推進住宅ローン ■

情報公開

融資

地区計画

京都府：災害からの安全な京都
づくり条例（宅建業者が特定災
害危険情報を把握する義務）■

京都府：災害からの安全な京都づくり
条例に基づく災害危険情報の提供■

奈良県：大和川流域における総
合治水の推進に関する条例（市
街化調整区域内で、1/10で0.5m

以上の浸水の区域を市街化編
入抑制区域に指定）■■

伊豆市：水害に備えた土地利用条
例（狩野川流域で、1/100で0.5m

以上の浸水想定区域での全ての
建築行為の届け出義務） ■■

伊豆市：水害に備えた土地利用条例
（狩野川流域で、1/100で0.5m以上の
浸水想定区域での1,000㎡以上の開
発行為の周知義務） ■■

宮崎市：災害危険区域に関
する条例（災害危険区域の
設定と建築規制） ■■

規制誘導

自治体全体

単体

宮崎市：災害危険区域に関する条
例（災害危険区域での対策費補
助、限度額100万円） ■■

上越市：立地適正化計画

家屋倒壊等氾濫想定区域
を居住誘導区域に適さない
区域として除外）■■

浸水を考慮した居住誘導

広島市：矢口川下流部周辺
地区計画（建築物の制限）■

滋賀県の事例（黄色）： 多様な施策を展開している点に特徴がある。

施策群
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2018肱川洪水とその被害
高い洪水暴露を住民に課したなら人災

①ダム操作の厳密な検証（11月22日）

・ダム操作情報と避難指示発令の連携

・豪雨時の被害軽減操作規則への変更

②堤防強化は（高さ、堤防材質、堤防形態等）

③維持管理は（河床掘削、河床樹木除去）

④川の中の管理者（国と県）、川の外（住民居住側＝流域＝氾濫原）
での水防活動の連携は？

⑤地元の水防団、消防団の活動は？

⑥ハザードマップの作成、精度、活用

・マップは使わないと有効に機能しない

・図上訓練、避難訓練、等は？
60



自然の構造と歴史から
未来に戦略を

①過去（最低明治時代以降）の水害記録と記憶の収集

災害対応文化の内実を解明、現代へ活かす

②2018年7月豪雨の原因究明

ダム操作等なぜ被害がおきたのか

今後のダム操作規則→今本提案

③日本各地の新規計画ダムの必要性は？

④各地域での流域治水政策の立案を！

「地先の安全度マップ」づくり、条例化は？

「土地利用への配慮」「建物規制」「避難体制の整備」 61



「自助」「共助」のための個別の
「避難カード」毎年更新

62

西日本豪雨でも、愛媛県大洲市三善地
区では個人別の避難カードができてい
て消防団がひとりずつの避難を支援。
肱川決壊で、町全体が浸水したが死亡
事案を減らした。

防災・減災体制の強化

①国ではハードの国土交
通省・農水省とソフトの
内閣府がわかれている

②三善地区の避難体制
づくりは内閣府のモデ
ル政策

③全県、全市町村、全自
治会などに面的に拡大

→防災省の設置を！



人が死なない防災・減災を！
（片田敏孝）
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・もともと災
害多発の日本
では、災害被
害はゼロには
できない。

・内発的自助
を育てる必要
がある。

・行政もソフ
ト政策に力を
いれるべし
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日本中、どこでも水害のリスクはゼロには
できない。

ダムなどのハード対策にこだわらず

国も県も市も住民自治会も

縦割り政策をこえて横串をさす

「命を守る流域治水政策」の実現を

「知行合一」

ご清聴ありがとうございました。


